
令和８年１月 28 日 

 

令和９年度大分県公立学校教員採用選考試験 

大学等推薦募集要項 
 

１ 大学等推薦の内容について 

現に大学、大学院又は教職大学院（以下、「大学等」という。）に在籍し、大学等から推薦

のあった学生（以下、「被推薦者」という。）について、令和９年度大分県公立学校教員採用

選考試験一般選考の第１次試験の全て（教養試験及び専門試験）を免除する。 

 

２ 対象大学等について 

被推薦者が志望する試験区分（教科・科目等）に応ずる教諭普通免許状取得の課程認定を

受けている大学等とする。 

 

３ 募集する試験区分（教科・科目等） 

試験区分 教 科 ・ 科 目 等 

小学校教諭  

中学校教諭 国語、理科、美術、技術、家庭、英語 

高等学校教諭 理科〔化学〕、音楽、美術、家庭、農業〔作物・園芸、畜産〕、工

業〔機械、電気、土木、建築、工業化学〕、水産〔機関、航海〕、

福祉 

特別支援学校教諭 小学部、中学部、高等部 

 

４ 大学等からの推薦人数について 

試験区分（教科・科目等）ごとに、５人までとする。 

 

５ 推薦要件 

   被推薦者となる者は、下記の（１）～（７）の全ての要件を満たす者とする。 

（１）地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第 16 条及び学校教育法（昭和 22 年法律第

26 号）第９条の欠格条項に該当しない者 

（２）試験区分に応ずる教諭普通免許状を現に有している者又は令和９年３月 31 日までに取

得見込みの者 

 （３）昭和 42 年４月２日以降に生まれた者 

 （４）大分県公立学校教員を第一志望とし、県内のどこにでも赴任できる者 

（５）志願時に、対象大学等（上記「２ 対象大学等について」参照）に在籍し、令和９年３

月 31 日までに卒業又は修了見込みの者 

 （６）学業成績が優秀な者（※１） 

   ※１ 「学業成績が優秀な者」 

大学等の入学時から推薦時までの成績（※２）の標準化 GPA 値（「標準化 GPA 計



算書〔様式３〕」で算出した値）が 3.0 以上の成績の者 

※２ 「対象とする学業成績」 

推薦に係る書類の提出時点に確定しているすべての取得単位科目の成績評価とす

る。なお、大学院又は教職大学院の場合は、大学院又は教職大学院での取得単位科

目の成績評価とする。 

（７）大分県教育委員会が定める求める教員像（※３）にふさわしい資質と能力を有する者と

して、大学等が推薦する者 

※３ 「求める教員像」 

・専門的知識をもち、実践的指導力のある人 

      ・使命感にあふれ、高い倫理観と豊かな人間性をもつ人 

      ・柔軟性と創造力をそなえ、未知の課題に立ち向かう人 

      ・学校組織の一員として考え行動する人 

 

６ 推薦手続きについて 

 （１）提出書類 

    次の①～⑤の書類を大学等で取りまとめの上、提出すること。 

   ① 推薦書類送付状〔様式１〕 

   ② 推薦書〔様式２〕 

   ③ 標準化 GPA 計算書〔様式３〕 

   ④ 成績証明書〔大学等所定の様式〕 

   ⑤ 返信用封筒（※４） 

※４ 「返信用封筒について」 

・第１次試験結果後の通知用として被推薦者全員分 

・長形３号（糊付き）に 110 円切手貼付、被推薦者の郵便番号、住所及び氏名

を明記したもの 

（２）受付期間 

   令和８年２月１６日（月）から３月１９日（木）まで（消印有効） 

（３）提出先と提出方法 

   次の宛先に特定記録郵便（レターパック可）にて送付すること。 

郵便番号 870-8503 大分県大分市府内町３丁目 10 番１号  

大分県教育庁 教育人事課 採用試験・免許班 

   

７ 被推薦者が行う出願手続きについて 

 被推薦者は、別途「令和９年度大分県公立学校教員採用選考試験」の一般選考の該当試験区

分（教科・科目等）への出願手続き（大分県電子申請システムを利用する方法）を行うこと。

その際、「第１次試験の免除について」の項目において、大学推薦の被推薦者である旨の選択

肢を選択し、必要事項を入力すること。なお、出願手続きの詳細については、令和８年４月上

旬発表予定の同試験実施要項にて必ず確認すること。 

 



８ 推薦要件についての審査等 

 ・被推薦者の審査を令和８年４月上旬から５月下旬までの期間に行う。 

 ・審査結果については、受験票の交付時に被推薦者へ通知するとともに、大学等へ別途通知す

る。 

 ・推薦（提出書類の内容等）に関し、確認のため推薦書類送付状記載の担当に連絡することが

ある。 

・推薦手続きのため提出された書類は、理由のいかんを問わず返却しない。 

 


